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産業廃棄物管理票（マニフェスト）に関する報告書について（依頼） 

 

 本県の廃棄物行政の推進につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、事業活動に伴い生じた産業廃棄物運搬又は処分を委託し、マニフェストを交付した

事業者は、前年度１年間に交付したマニフェストの交付等の状況について、毎年６月 30 日ま

でに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事（指定都市及び中核市に

ついては市長）に報告することが義務付けられています。 

つきましては、御多用のところお手数をおかけしますが、貴団体の会員に対し、忘れずに

産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出するよう周知してくださるようお願いいたします。 

なお、電子マニフェストを使用したものについては、電子マニフェストの運用組織（情報

処理センター）から都道府県知事等に報告されるため、事業者が報告する必要はありません。

電子マニフェストを使用していない事業者におかれましては、この機会に、電子マニフェス

トの加入を御検討ください。 

 詳細については、青森県庁ウェブサイトの以下のページを御覧ください。 

 

○産業廃棄物管理票交付等状況報告書について 

 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/shigen/manifest_houkoku.html 
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